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学校再開後の登校について 

 保護者の皆様には、新型コロナウィルス感染拡大防止のため臨時休校や連絡

登校日にご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、教育委員会からの通知のとおり、５月２６日（火）から学校が再開され

ます。しかし、当面の間、分散登校を実施し、社会情勢を鑑みながら段階的に通

常の学校教育活動に進めていきたいと思います。 

 つきましては、今週及び６月の第１週・第２週は下記のように分散登校を実施

しますので、ご協力をお願いいたします。 

記 

１ 登校日 

（１）５月２８日（木）・２９日（金） 

  【急な予定変更となるため、この２日間は登校日を設定しない】 

  ※２７日（水）の１年生・４年生の登校日は予定通りです。 

（２）６月１日（月）～５日（金） 

  【週２日、３学年ずつ、学級の半分ずつ（出席番号の偶数番・奇数番）】 

日（曜） 登校する学年 前半日程 後半日程 

１日（月） ２年・４年・６年 Ｂ Ａ 

２日（火） １年（入学式） （２～６年生は臨時休校） 

３日（水） １年・３年・５年 Ｂ Ａ 

４日（木） ２年・４年・６年 Ａ Ｂ 

５日（金） １年・３年・５年 Ａ Ｂ 

  ※特別支援学級の児童は、交流学年の日に登校します。 

＜日 程＞ 

（１）前半日程 ８：００～９：３０ （２）後半日程 １０：００～１１：３０ 

                     

 

 

 

 

 

 

８：００～８：１０ 朝の活動 

８：１０～８：４５ １校時 

８：４５～８：５０ 休憩 

８：５０～９：２５ ２校時 

９：２５～９：３０ 帰りの活動 

１０：００～１０：１０ 朝の活動 

１０：１０～１０：４５ １校時 

１０：４５～１０：５０ 休憩 

１０：５０～１１：２５ ２校時 

１１：２５～１１：３０ 帰りの活動 



（３）６月８日（月）～１２日（金） 

【毎日、学年クラスごと（フロアが密にならないように）】 

日（曜） 午前日程 午後日程 

８日（月） Ａ Ｂ 

９日（火） Ｂ Ａ 

10日（水） Ａ Ｂ 

11日（木） Ｂ Ａ 

12日（金） 全児童登校  

 

 

 

 

 

 

 

  ※特別支援学級の児童は、交流学級の日に登校します。 

＜日 程＞ 

（１）午前日程 ８：００～１１：３０ （２）午後日程 １３：００～１４：５０ 

                     

 

 

 

 

※１２日（金）は、分散ではなく、 

全児童が午前中に登校となります。 

  

３ 感染予防に向けての取組 

（１）健康観察の徹底 

 ・毎朝登校前に、ご家庭で検温と風邪症状の確認を行ってください。また、 

必ずマスクを着用して登校させてください。発熱風邪症状がある場合は自 

宅で休養させてください。 

 ・登校後、学校でも担任による健康観察を十分行います。児童に発熱や風邪 

症状等を確認した場合、安全に帰宅させ休養させます。いつでも連絡が取 

れるよう、ご協力をお願いします。 

 

 

８：００～ ８：１０ 朝の活動 

８：１０～ ８：５０ １校時 

９：００～ ９：４０ ２校時 

９：５０～１０：３０ ３校時 

１０：４０～１１：２０ ４校時 

１１：２０～１１：３０ 帰りの活動 

１３：００～１３：１０ 始めの活動 

１３：１０～１３：５０ １校時 

１４：００～１４：４０ ２校時 

１４：４０～１４：５０ 帰りの活動 

【Ａ】１－１、１－３、１－５ 

   ２－２、２－３、２－５ 

   ３－２、３－４ 

   ４－２、４－４、４－５ 

   ５－１、５－３、５－４ 

   ６－２、６－４ 

【Ｂ】１－２、１－４ 

   ２－１、２－４ 

   ３－１、３－３、３－５ 

   ４－１、４－３ 

   ５－２、５－５ 

   ６－１、６－３、６－５ 



（２）感染症対策の徹底 

 ・石けんによる手洗いと手指用アルコール消毒、咳エチケット（マスク着

用）を徹底します。 

 ・学校施設や用具など、多くの児童が手に触れる箇所（トイレやドアノブ、

手すり、スイッチ他）については、教職員で分担して１日数回、適切に消

毒します。 

 ・常時、２方向の窓やドアを同時に開けて換気を行います。換気に伴う寒さ

に対しては、衣服で調整できるようお願いします。 

 ・教室では児童の座席の間を十分に取ることや、対面とならないような活動

を心がけ、身体的距離の確保をします。 

 ・給食が再開した場合も、手洗い等の感染症対策を徹底させ、机を向かい合

わせにせずに、会話を控えて食べるようにします。 

 ・休憩時間は、教室等の窓やドアを大きく開放し、十分な換気を行います。 

 

４ その他   

（１）６月１５日（月）の「県民の日」は、登校日です。この日から、通常日

課・給食開始となります。 

（２）感染不安による欠席については、欠席扱いになりません。 

（３）お子様が、新型コロナウィルス感染症に感染した、または濃厚接触者に

なった（同居の家族が感染した等）場合は、速やかに学校へご連絡くだ

さい。 

（４）今後、感染の可能性は高い活動や行事については、中止や延期、または

規模や時間を縮小して実施します。 

 

 


